
証券コード　5344
平成30年６月５日

株 主 各 位
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地

代表取締役社長 神 戸 　 誠

第45期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第45期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月25日（月曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月26日（火曜日）午前10時
２．場 所 愛知県名古屋市千種区覚王山通八丁目18番地

ホテル ルブラ王山　２階　「飛翔の間」
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第45期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第45期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

定款一部変更の件
取締役８名選任の件
補欠監査役１名選任の件
取締役の報酬額改定の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.maruwa-g.com/ir/stock/soukai.html）に掲載しておりますので本招
集ご通知の添付書類には記載しておりません。

①　連結計算書類の連結注記表  ②　計算書類の個別注記表。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記
の当社ウェブサイトに掲載いたします。
株主様向け事業説明会のご案内
　本株主総会終了後、引続き同会場にて、株主の皆様にこれからの当社をより深くご理解いただ
くためのプレゼンテーションを予定しております。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

（イ）　概況
当連結会計年度の世界経済は、米国を中心とした企業業績や個人消費の回復、

雇用の改善が進むなどして、緩やかに拡大する傾向が見られました。しかしなが

ら、国際的な貿易不均衡の解消に向けた政策動向や、習近平新時代の中国の特色

ある社会主義国家に向けた憲法改正が行われるなど、先行き不透明な状況が続き

ました。

国内経済も、輸出の増加を背景に企業業績は好調に推移し、雇用環境の改善や

個人消費の緩やかな回復傾向にある一方、賃金の伸び悩みや人手不足感が強まる

状況が続きました。

このような経済情勢の中、当社グループにおけるエレクトロニクス市場は自動

車市場や通信市場、半導体市場の旺盛な需要などにより好調に推移しました。当

社グループにおきましても、市場からの需要と差別化製品の増加による効果もあ

り、好調に推移しました。

また、これらの市場においては、常に新しい技術や製品が市場から要求されて

おります。当社グループにおいても、さらなる収益拡大と体質強化に向けた見直

しを行ってまいりました。

以上のことから、当連結会計年度における売上高は38,513百万円（前期比19.7％

増）、営業利益は9,174百万円（前期比85.2％増）、経常利益は8,866百万円（前

期比78.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は5,544百万円（前期比94.5％

増）と、大幅な増益となりました。

－ 2 －



連結業績

前 連 結 会 計 年 度
平成 2 9年３月期

当 連 結 会 計 年 度
平成3 0年３月期

百万円 百万円
売 上 高 32,187 38,513

営 業 利 益 4,953 9,174

経 常 利 益 4,978 8,866

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

2,850 5,544

（ロ）　セグメント別の概況（連結）

前 連 結 会 計 年 度
平成 2 9年３月期

当 連 会 計 年 度
平成3 0年３月期

百万円 百万円
セラミック部品事業

売 上 高 22,732 29,306

営 業 利 益 5,265 9,423

照明機器事業

売 上 高 9,455 9,206

営 業 利 益 639 797

合　計

売 上 高 32,187 38,513

営 業 利 益 5,905 10,220

消去又は全社

売 上 高 － －

営 業 損 益 △951 △1,046

連　結

売 上 高 32,187 38,513

営 業 利 益 4,953 9,174

(注）　　当連結会計年度より、表示単位未満の記載方法を四捨五入から切捨て

に変更しております。なお、比較を容易にするため前連結会計年度に

ついても切捨てに表示変更しております。
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セラミック部品事業

　当事業につきましては、車載関連、大容量高速通信網への設備投資や

クラウドサービスや、記憶容量を拡大させた半導体需要の市場が好調に

推移し、それらに関連する弊社固有の材料技術や加工・生産技術を活か

した差別化製品が増加しました。この差別化製品の増加や生産性の改善

による原価低減活動の効果などにより、大幅な増益となりました。

　売上高は前期比28.9％増の29,306百万円、セグメント利益は前期比

79.0％増の9,423百万円となりました。

照明機器事業

当事業につきましては、公共関連照明のLED照明への交換需要の取り込

み案件や、演色性を求める施設向けのハイエンド照明機器の差別化製品

の受注活動に特化し、取り組んできました。その結果、差別化製品や費

用削減の効果などにより増益となりました。

売上高は前期比2.6%減の9,206百万円、セグメント利益は前期比24.7％

増の797百万円となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度における当社グループの設備投資は、セラミック部品事

業における増産対応の設備を中心に、総額は2,782百万円となりました。こ

の投資は自己資金により充当いたしました。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。
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④　事業の譲渡・吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　　当社は、平成29年10月１日を効力発生日として、株式会社日立パワーデ

バイスよりセラミック端子事業を譲り受けました。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の

状況

該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第42期

平成27年３月期
第43期

平成28年３月期
第44期

平成29年３月期

第45期
(当連結会計年度)
平成30年３月期

売 上 高 (百万円) 32,810 30,578 32,187 38,513

経 常 利 益 (百万円) 2,840 3,701 4,978 8,866

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

(百万円) 884 2,286 2,850 5,544

１株当たり当期純利益 71円58銭 185円17銭 230円76銭 448円44銭

総 資 産 (百万円) 49,445 48,549 50,593 58,560

純 資 産 (百万円) 40,999 41,700 43,317 49,029

１ 株 当 た り 純 資 産 3,319円57銭 3,376円41銭 3,506円79銭 3,966円05銭

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式総数）に

より算出しております。

　　　２．１株当たり純資産は期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式総数）により算出

しております。
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の
議決権
比 率

主要な事業内容

Maruwa（Malaysia）Sdn.Bhd. 55
百万マレーシア
リンギット

92.9％ セラミック部品　製造・販売

Taiwan Maruwa Co., Ltd. 67 百万新台湾ドル 100 セラミック部品　　販売

MARUWA Electronics (Taiwan) Co., Ltd. 40 百万新台湾ドル 100 セラミック部品　　販売

M a r u w a  E u r o p e  L t d . 4 百万英ポンド 100 セラミック部品　　販売

Ma r u w a  A m e r i c a  C o r p . 1.6 百万米ドル 100 セラミック部品　　販売

Maruwa Korea Co., Ltd. 700 百万韓国ウォン 100 セラミック部品　　販売

Maruwa (Shanghai) Trading Co., Ltd. 1.7 百万中国元 100 セラミック部品　　販売

MARUWA Electronic (India)Pvt.Ltd. 27 百万インドルピー 100 セラミック部品　　販売

㈱ M A R U W A  Q U A R T Z 100 百万円 100 セラミック部品　製造・販売

㈱ M A R U W A  S H O M E I 100 百万円 100 照明機器　　　　製造・販売

MARUWA MELAKA SDN.BHD. 100
千マレーシア
リンギット

100 セラミック部品　　製造

MARUWA LIGHTINGS SDN.BHD. 500
千マレーシア
リンギット

100 照明機器　　　　　製造

㈱ Y A M A G I W A 100 百万円 100 照明機器　　　　　販売

㈱ M A R U W A  C E R A M I C 7 百万円 100 セラミック部品　製造・販売

(4) 対処すべき課題

  当社グループといたしましては、当社経営理念、経営指標ならびに経営戦

略を軸に製造・販売・開発及び管理部門の連携を一層強化し、多様化する市

場ニーズや社会変動に柔軟に対応できる事業体制を整え、事業の拡大やグロ

ーバル化に伴うリスク回避への組織強化を図るべく、以下の課題に取り組ん

でまいります。

①　差別化製品の開発

  当社グループ各事業がこれまで培ってきたセラミック材料技術や製造技

術を融合・結集した、他社の追随を許さないグローバルシェアNo.１のセラ

ミック製品や、高付加価値で競争力のある次世代の照明機器製品を開発し

てまいります。
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②　選択と集中による事業拡大

  当社成長分野として位置づけている、省エネ・環境関連・半導体関連事

業、医療・光通信関連分野や、「光の質」に特化したLED照明分野に関連す

るグループ各社の事業ならびに製品・商品に、限りある経営資源を選択・

集中させてまいります。このことにより、グローバル市場での競争優位な

ポジションの構築をさらに進めてまいります。

③　グローバルな組織強化

  製造部門及び販売部門の組織を再編し、責任体制を明確にした上で社員

全員参加によるグローバルな組織強化をさらに推し進めてまいります。管

理部門についても業務の効率化と課題解決のスピードアップを図るととも

に、グループ各社の事業を的確にサポート出来る体制の構築、グループ全

体の成長に向けた人材育成・投入を行うなど体制強化をしてまいります。

④  危機管理体制の強化

　当社グループでは、海外とのビジネス展開が拡大する中で、品質、知的

財産、コンプライアンス、海外拠点運営、自然災害など様々なリスクに対

し、グローバルな危機管理体制の強化を進めてまいります。

(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

下記製品の製造及び販売

部 門 名 内 容

セ ラ ミ ッ ク 部 品 事 業

アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、アル
ミナジルコニア基板、窒化ケイ素基板、窒化
アルミニウムフィラー、石英ガラス製品、半
導体セラミック、車載用マグネット製品、医
療用セラミック製品、水栓用セラミック製
品、多層回路基板、通信機器用薄膜回路基板、
NFCアンテナモジュール基板、マイクロ波部
品、GPSアンテナ、セラミック端子、積層EMI
フィルタ、チップバリスタ、焼結磁性基板な
ど

照 明 機 器 事 業

LED道路照明、LED屋内照明、LED屋外照明、
LED光源モジュール、施設照明、住環境照明、
デザイン照明、調光制御システム、照明空間
デザイン・設計、輸入家具など
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(6) 主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）

①当　　社

本 社 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地

営 業 所
東北営業所（福島県）、北信越営業所（新潟県）、東京支店（東京都）、
関西支店（大阪府）、九州北営業所(福岡県)

工 場
土岐工場（研究所併設）（岐阜県）、瀬戸工場（愛知県）、直江津工場、
春日山工場（以上、新潟県）、日立工場（茨城県）

②子会社等

国 内
㈱MARUWA QUARTZ、㈱MARUWA SHOMEI、㈱YAMAGIWA、㈱MARUWA CERAMIC、

㈱Dreamboat

海 外

Maruwa (Malaysia) Sdn.Bhd.、Maruwa Trading Sdn.Bhd.、MARUWA MELAKA 
SDN.BHD.、MARUWA LIGHTINGS SDN.BHD.、MARUWA YAMAGIWA SDN.BHD.（以
上、マレーシア）、Taiwan Maruwa Co.,Ltd.、MARUWA Electronics （Taiwan）
Co.,Ltd.（以上、台湾）、Maruwa Europe Ltd.（イギリス）、Maruwa 
America Corp.（アメリカ）、Maruwa Electronics GmbH（ドイツ）、Maruwa 
Korea Co.,Ltd.（韓国）、MARUWA ELECTRONICS（HK）CO.,LIMITED、Maruwa 
(Shanghai) Trading Co.,Ltd.（以上、中国）、MARUWA Electronic （India） 
Pvt.Ltd.（インド）

(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比

セ ラ ミ ッ ク 部 品 事 業 1,659名 （563名） 116名増 （58名増）

照 明 機 器 事 業 156名 （82名） 10名減 （1名減）

合計 1,815名 （645名） 106名増 （57名増）

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

　　　２．使用人数が前連結会計年度末と比べて、106名増加しました主な要因は、平成29年10月

１日付で株式会社日立パワーデバイスよりセラミック端子事業を承継したことによる

ものです。
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②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比

292名（372名） 50名増（88名増）

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

　　　２．使用人数が前事業年度末と比べて、50名増加しました主な要因は、平成29年10月１日

付で株式会社日立パワーデバイスよりセラミック端子事業を承継したことによるもの

です。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 26,000,000株

②　発行済株式の総数 12,372,000株（自己株式9,702株含む）

③　株主数 2,795名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈱ 神 戸 ア ー ト 3,523千株 28.50％

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 1,873 15.15

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ 552 4.46

G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 489 3.96

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 ㈱ 345 2.76

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
LUXSEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXSEMBOURG
F U N D S / U C I T S  A S S E T S

320 2.58

神 戸 　 誠 300 2.42

C H A S E  M A N H A T T A N  B A N K  G T S
C L I E N T S  A C C O U N T  E S C R O W

242 1.95

神 戸 芳 樹 202 1.63

T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K  M E L L O N
( I N T E R N A T I O N A L )  L I M I T E D  1 3 1 8 0 0

167 1.35

（注）　持株比率は自己株式（9,702株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。

－ 10 －



(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 神 戸 　 誠

取 締 役 林 　 春 行

取 締 役 マニマラン・アントニ 海外事業本部長

取 締 役 内 田 　 彰 営業本部長

取 締 役 神 戸 俊 郎
コンポーネンツ事業カンパニー　　　
事業本部長

取 締 役 及 位 　 環 管理本部本部長

取 締 役 北 原 晴 男

取 締 役 立 川 裕 大

常 勤 監 査 役 熊 谷 　 均

監 査 役 光 岡 正 彦 公認会計士・税理士

監 査 役 松 本 茂 裕 税理士

（注）１．取締役北原晴男氏及び取締役立川裕大氏は、社外取締役であります。

２．監査役光岡正彦氏及び監査役松本茂裕氏は、社外監査役であります。

３．監査役光岡正彦氏は、公認会計士・税理士の資格を、監査役松本茂裕氏は、税理士の

資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は取締役北原晴男氏及び取締役立川裕大氏、ならびに監査役光岡正彦氏及び監査

役松本茂裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。

５．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

　　　　①平成29年６月22日開催の第44期定時株主総会において、新たに及位環氏、

　　　　　北原晴男氏及び立川裕大氏は取締役に選任され就任いたしました。

　　　　②平成29年６月22日開催の第44期定時株主総会の終結の時をもって、取締役面出薫氏

　　　　　及び飯塚千恵里氏は任期満了により退任いたしました。
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②　取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

10名
(4)

133,710千円
(9,600)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

3
（2)

12,548
(1,040)

合 計 13 146,258

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬額は、平成13年６月26日開催の第28期定時株主総会において、年額180百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬額は、平成13年６月26日開催の第28期定時株主総会において、年額18百

万円以内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

　当事業年度中における主な活動状況

　平成29年６月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会14回の

うち、北原晴男氏は14回、立川裕大氏は14回に出席しております。

　北原晴男氏は、長年にわたる建築設計の専門家としての見識を活かし、

適切な発言を適宜行っております。

　立川裕大氏は、伝統技術ディレクター、プランナーとして、また経営

者としての見識を活かし、適切な発言を適宜行っております。

　当事業年度に開催された取締役会17回のうち、監査役光岡正彦氏は８

回、監査役松本茂裕氏は７回に出席し、監査役会７回のうち、光岡正彦

氏、松本茂裕氏共に７回すべてに出席しております。両氏は、自身の監

査報告を行うと共に、他の監査役の監査の方法等について必要に応じ質

問ならびに意見を表明しております。

　光岡正彦、松本茂裕両氏は必要に応じ、長年にわたる会計と税務の専

門家としての見解と豊富な経験から適切な発言を適宜行っております。

　　④　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。

　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており

ます。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　 有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

24,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等

の額と金融商品取引法に対する報酬等の額を区分していないため、当事業年度に係る

会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの

算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の

報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし
ます。

④　当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計
算書類監査の状況

　当社の重要な子会社のうち、Maruwa (Malaysia)Sdn.Bhd.、Taiwan 
Maruwa Co.,Ltd.、MARUWA Electronics(Taiwan)Co.,Ltd.、Maruwa Europe 
Ltd.、Maruwa America Corp.、Maruwa Korea Co., Ltd.、Maruwa 
(Shanghai) Trading Co., Ltd.、MARUWA Electronic (India)Pvt.Ltd.、
MARUWA MELAKA SDN.BHD.及びMARUWA LIGHTINGS SDN.BHD.は、当社の会計
監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有す
る者を含む。）の監査を受けております。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。
①　取締役・従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
　役職員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行
するため、取締役会は「企業倫理規範」を制定する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒
体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書
管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　業務運営、品質、環境、災害、コンプライアンス等に係るリスクについ
ては、リスク管理委員会が統括管理する。同委員会の指導の下、各部署に
おいて規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものと
し、リスクの管理低減に努める。リスク管理の状況については取締役会へ
の報告事項とし、リスク管理担当取締役がリスク管理委員長となり、全社
リスク管理の統括責任を負う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　役職員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この
目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び業務分配を含めた
効率的な達成の方法を業務担当取締役が定め、事業部門からの月次報告を
受け、取締役会は内容の分析・対応策の指示など目標達成の確度を高める
ための施策を促し、全社的な業務の効率化を実現する体制を構築する。

⑤　当会社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

　グループのセグメント別の事業ごとに、それぞれの責任を負う執行役員
を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
また、当社への決裁・報告制度により、子会社経営の管理を行う。
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⑥　監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従
業員に関する事項ならびにその従業員の取締役からの独立性及びその従
業員に対する指示の実効性の確保に関する体制

　監査役は内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令するこ
とができる。
　内部監査室は監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査
を実施し、その結果を監査役会に報告する。
　監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、
取締役等の指揮命令を受けない。

⑦　取締役及び従業員が監査役(会)に報告するための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　取締役及び従業員は監査役(会)に対して、法定の事項に加え、当社及び
当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、月次の経
営状況として重要な事項及び経営会議で決議された事項等を速やかに報告
する。

⑧　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役(会)は「監査役監査規程」に則って監査を行うことにより監査の
実効性を確保する。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその
他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に
関する事項

　監査役がその職務の執行について費用の前払請求をしたときは、当該監
査役の職務執行に必要でないと認められるものを除き、その前払等の請求
に従い処理するものとする。
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(6) 業務の適正を確保するための運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
役員及び従業員は「経営理念」、「企業倫理規範」のもと業務に取り組ん

でおり、その内容は常に社内で閲覧できる状況にあります。
リスク管理規程等の定めに従い業務を遂行しており、必要なマニュアル等

を整備し事態に備えた体制を構築しております。有事の危機管理においては、
第一報を受けた後に円滑に危機管理体制を構築する仕組みを構築し、適切に
対応しております。
取締役会では、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要な事項を

決定するとともに、取締役は相互に業務執行状況を監視しております。取締
役会には社外監査役も参加し、必要な意見表明を行っております。また、月
次、四半期及び年度の予算ならびに個々の施策計画及び達成状況は、月次に
行われる経営会議及び取締役会にて報告され、多面的な検討を実施しており
ます。
グループ会社及び事業において、当社の承認を要する事項を定め、それに

基づき付議された案件について取締役会で決議しており、月次の取締役会に
おいて、担当責任者より必要に応じて財務状況、業務執行状況等の報告を受
けています。
監査役からの要請に応じて内部監査室、管理部門等が監査役の業務を適宜

補助しております。
監査役は、取締役会及び経営会議等にも出席し、随時必要な意見表明を行

っております。取締役及び従業員等から当社グループ会社に関する必要な情
報を得ることや、内部監査室との連携により結果報告等に対して必要に応じ
て立ち合いを行っております。

(7) 会社の支配に関する基本方針

　特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

【流 動  資  産】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定  資  産】

（有形固定資産）

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

（無形固定資産）

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

42,143,564

21,994,568

9,790,135

1,047,980

2,220,883

1,817,145

3,630,476

472,760

1,171,284

△1,670

16,417,056

(14,092,312)

5,026,654

4,053,052

3,943,218

389,265

680,121

(274,885)

274,885

(2,049,858)

404,300

156,172

1,002,008

500,715

△13,337

【流 動  負  債】 8,635,387

支払手形及び買掛金 2,428,784

電 子 記 録 債 務 1,456,612

未 払 法 人 税 等 2,061,684

賞 与 引 当 金 542,637

役 員 賞 与 引 当 金 63,000

環 境 対 策 引 当 金 3,436

そ の 他 2,079,232

【固 定  負  債】 895,676

繰 延 税 金 負 債 495,245

退職給付に係る負債 82,126

そ の 他 318,304

負 債 合 計 9,531,064

純 資 産 の 部

【株 主  資  本】 49,614,235

資 本 金 8,646,720

資 本 剰 余 金 11,996,407

利 益 剰 余 金 29,048,238

自 己 株 式 △77,131

【その他の包括利益累計額】 △584,678

その他有価証券評価差額金 166,404

為替換算調整勘定 △751,083

純 資 産 合 計 49,029,556

資 産 合 計 58,560,621 負 債 ・ 純 資 産 合 計 58,560,621
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 38,513,051

売 上 原 価 21,928,997

売 上 総 利 益 16,584,054

販売費及び一般管理費 7,410,006

営 業 利 益 9,174,047

営 業 外 収 益

受 取 利 息 31,913

受 取 賃 貸 料 74,663

そ の 他 71,535 178,112

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7

為 替 差 損 381,723

投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 48,668

そ の 他 55,198 485,599

経 常 利 益 8,866,561

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 8,183

負 の の れ ん 発 生 益 8,199 16,383

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 275,905

事 業 整 理 損 100,493

そ の 他 49,912 426,310

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,456,634

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,765,956

法 人 税 等 調 整 額 146,186 2,912,142

当 期 純 利 益 5,544,491

親会社株主に帰属する当期純利益 5,544,491
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 8,646,720 11,948,946 24,022,962 △42,051 44,576,578

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △519,215 △519,215

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,544,491 5,544,491

自 己 株 式 の 取 得 △126,068 △126,068

自 己 株 式 の 処 分 47,461 90,988 138,450

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

連結会計年度中の変動額
合 計

－ 47,461 5,025,275 △35,079 5,037,657

当連結会計年度末残高 8,646,720 11,996,407 29,048,238 △77,131 49,614,235

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 121,179 △1,380,493 △1,259,314 43,317,263

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △519,215

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,544,491

自 己 株 式 の 取 得 △126,068

自 己 株 式 の 処 分 138,450

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （ 純 額 ）

45,225 629,410 674,635 674,635

連結会計年度中の変動額
合 計

45,225 629,410 674,635 5,712,292

当連結会計年度末残高 166,404 △751,083 △584,678 49,029,556
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貸　借　対　照　表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

【 流  動  資  産 】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

【 固  定  資  産 】

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 ）

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関係会社株式・出資金

関係会社長期貸付金

投 資 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 投 資 等

貸 倒 引 当 金

24,824,159

14,719,265

355,276

719,767

5,393,882

423,514

597,821

796,993

227,526

185,800

388,213

1,016,748

△650

13,948,432

(7,327,683)

2,407,465

329,146

1,122,053

14,666

146,812

3,168,754

138,784

(48,519)

48,519

(6,572,229)

339,339

4,297,973

360,800

1,002,008

196,556

379,236

△3,685

【 流  動  負  債 】 6,269,323

支 払 手 形 516,414

買 掛 金 2,339,957

電 子 記 録 債 務 971,024

未 払 金 464,039

未 払 費 用 548,556

未 払 法 人 税 等 997,000

賞 与 引 当 金 328,927

役 員 賞 与 引 当 金 49,500

そ の 他 の 流 動 負 債 53,904

【 固  定  負  債 】 274,069

長 期 未 払 金 162,222

預 り 保 証 金 29,721

退 職 給 付 引 当 金 82,126

負 債 合 計 6,543,393

純 資 産 の 部

【 株  主  資  本 】 32,062,793

資 本 金 8,646,720

資 本 剰 余 金 11,996,407

資 本 準 備 金 11,683,648

その他資本剰余金 312,759

利 益 剰 余 金 11,496,796

利 益 準 備 金 1,670,862

その他利益剰余金 9,825,934

別 途 積 立 金 2,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 7,025,934

自 己 株 式 △77,131

【評価・換算差額等】 166,404

その他有価証券評価差額金 166,404

純 資 産 合 計 32,229,198

資 産 合 計 38,772,591 負 債 ・ 純 資 産 合 計 38,772,591

－ 20 －



損　益　計　算　書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 23,686,217

売 上 原 価 16,408,999

売 上 総 利 益 7,277,217

販売費及び一般管理費 3,769,808

営 業 利 益 3,507,408

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,314

受 取 賃 貸 料 203,584

そ の 他 100,644 317,543

営 業 外 費 用

為 替 差 損 227,523

投 資 固 定 資 産 賃 貸 費 用 84,462

そ の 他 2,299 314,286

経 常 利 益 3,510,666

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 354

負 の の れ ん 発 生 益 8,199 8,554

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 51,106

子 会 社 株 式 評 価 損 165,903

そ の 他 35,555 252,566

税 引 前 当 期 純 利 益 3,266,654

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,144,916

法 人 税 等 調 整 額 △129,495 1,015,420

当 期 純 利 益 2,251,233
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株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本

準備金
その他資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 8,646,720 11,683,648 265,298 11,948,946 1,670,862 2,800,000 5,293,916 9,764,779 △42,051 30,318,394

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △519,215 △519,215 △519,215

当 期 純 利 益 2,251,233 2,251,233 2,251,233

自己株式の取
得

△126,068 △126,068

自己株式の処
分

47,461 47,461 90,988 138,450

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 47,461 47,461 － － 1,732,017 1,732,017 △35,079 1,744,399

当 期 末 残 高 8,646,720 11,683,648 312,759 11,996,407 1,670,862 2,800,000 7,025,934 11,496,796 △77,131 32,062,793

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当 期 首 残 高 121,179 121,179 30,439,573

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △519,215

当 期 純 利 益 2,251,233

自 己 株 式 の 取 得 △126,068

自 己 株 式 の 処 分 138,450

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,225 45,225 45,225

当 期 変 動 額 合 計 45,225 45,225 1,789,624

当 期 末 残 高 166,404 166,404 32,229,198
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月22日

株式会社ＭＡＲＵＷＡ

取 締 役 会　御 中

有限責任　あずさ監査法人

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 北 尚 史 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 田 昌 紀 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＭＡＲＵＷＡの平成29年
４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ＭＡＲＵＷＡ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月22日

株式会社ＭＡＲＵＷＡ

取 締 役 会　御 中
有限責任　あずさ監査法人
指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 北 尚 史 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 田 昌 紀 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＭＡＲＵＷＡの平
成29年４月１日から平成30年３月31日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第45期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の結果、監査役全員一致した意見として本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
からの事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び該当決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。
(3)　連結計算書類の監査結果
　　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

平成30年５月29日

株式会社ＭＡＲＵＷＡ監査役会

常勤監査役 熊 谷 　 　 均 
社外監査役 光 岡 　 正 彦 
社外監査役 松 本 　 茂 裕 

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第45期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業

展開を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

  金銭といたします。

 ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

  　当社普通株式１株につき金22円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は271,970,556円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成30年６月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

事業目的の追加

当社は地域や社会に貢献していく企業であり続けたいとの思いから、芸術文

化支援を積極的に行いたいと考えます。つきましては、現行定款第２条（目

的）につきまして事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款 変更定款

（目的）
第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。

1.～7.（条文省略）

　　　（新設）

8.　　（条文省略）

（目的）
第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。

1.～7.（現行どおり）

8.　　 文化・研究・芸術・スポーツ等の振興
および国際交流・地域交流事業の企
画・立案・実施等

9.    （現行どおり）
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第３号議案　取締役８名選任の件
　取締役８名全員が本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

１
かん

神
べ

戸
 

　
せい

誠
(昭和24年12月５日生)

昭和48年４月　当社設立に伴い専務取締役
平成元年12月　Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取

締役社長（現任）
平成４年６月　当社代表取締役社長（現任）
平成11年11月　株式会社ケーマルワ（現株式会社

神戸アート）代表取締役社長（現
任）

平成16年４月　株式会社MARUWA QUARTZ代表取締
役社長（現任）

平成17年４月　株式会社MARUWA SHOMEI代表取締
役社長（現任）

平成25年３月　株式会社YAMAGIWA代表取締役社長
（現任）

300,000株

２
はやし

林
 

　
はる

春
ゆき

行
(昭和36年10月28日生)

平成２年４月　当社入社
平成４年４月　当社開発部主任研究員
平成13年６月　当社取締役開発室長
平成21年６月　当社専務取締役
平成27年１月　株式会社MARUWA CERAMIC代表取締

役社長（現任)
平成27年４月　当社取締役（現任)

6,050株

３
マニマラン・アントニ

(昭和41年１月19日生)

平成７年３月　当社入社
平成10年１月　Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向
平成13年６月　当社取締役海外事業部長
平成21年６月　当社取締役海外事業本部長
平成24年６月　当社常務取締役
平成27年４月　当社取締役海外事業本部長（現

任）

-

４
うち

内
だ

田
 

　
あきら

彰
(昭和29年８月20日生)

平成11年４月　当社入社　海外営業部長代理
平成13年６月　当社取締役営業部長
平成21年６月　当社取締役営業本部長
平成24年６月　当社常務取締役
平成27年４月　当社取締役営業本部長(現任)

10,600株
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

５
かん

神
べ

戸
とし

俊
ろう

郎
(昭和52年１月26日生)

平成13年３月　当社入社
平成24年４月　当社コンポーネンツ事業カンパニ

ー事業部長
平成25年６月　株式会社ケーマルワ（現株式会社

神戸アート）取締役就任（現任）
平成27年４月　当社コンポーネンツ事業カンパニ

ー事業本部長
平成28年４月　当社執行役員コンポーネンツ事業

カンパニー事業本部長
平成28年６月　当社取締役コンポーネンツ事業カ

ンパニー事業本部長（現任）

20,620株

６
のぞ

及
き

位
 

　
たまき

環
(昭和37年10月26日生)

平成19年３月　当社入社
平成21年４月　当社営業本部統括部長
平成25年４月　当社人事室室長
平成28年４月　当社執行役員管理本部本部長
平成29年６月　当社取締役管理本部本部長（現

任）

5,400株

７

きた

北
はら

原
はる

晴
お

男
(昭和25年６月４日生)

【社外取締役在任期間】
１年

昭和48年４月　竹中工務店株式会社入社
平成13年４月　同社名古屋支店設計部長
平成20年４月　同社名古屋支店次長
平成27年４月　株式会社神田設計入社
　　　　　　　同社設計総括参与（現任）
平成29年６月　当社社外取締役（現任）

       -

８

たち

立
かわ

川
ゆう

裕
だい

大
(昭和40年９月27日生）

【社外取締役在任期間】
１年

昭和63年４月　カッシーナジャパン（現株式会社
カッシーナ・イクスシー）入社

平成８年４月　有限会社アイオー入社
平成11年６月　株式会社t.c.k.w設立　同代表取

締役（現任）
平成29年６月　当社社外取締役（現任）

　　　 -

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．北原晴男氏及び立川裕大氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員の要件を満たしており、現在届け出ております。なお、両氏の再任が承認
された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

３．(1)北原晴男氏は、会社経営に関与したことはありませんが、建築設計業界に長年携わ
り、豊富な経験と実績、専門知識を有しており、経営上求められる判断力、識見
を十分に有しております。当社経営に対し、社外取締役としての監督と助言をい
ただくことで、当社取締役会の監督機能の実効性強化、コーポレート・ガバナン
スの一層の強化ができると判断し、社外取締役としての選任をお願いするもので
あります。

　　(2)立川裕大氏は、伝統技術ディレクター、プランナーとして、また経営者としても豊
富な経験と実績、専門知識を有しております。当社経営に対し、社外取締役とし
ての監督と助言をいただくことで、当社取締役会の監督機能の実効性強化、コー
ポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役としての
選任をお願いするものであります。

４．当社は北原晴男氏及び立川裕大氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、両氏の再任が承認さ
れた場合には、当該契約を継続する予定であります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役光岡正彦

氏及び松本茂裕氏の補欠の社外監査役として神谷好則氏の選任をお願いいたした

いと存じます。

　なお、本議案の提出につきましては監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式 の 数

かみ

神
や

谷
よし

好
のり

則
(昭和24年７月21日生)

平成３年７月　三栄運輸株式会社入社

平成７年７月　同社専務取締役

平成10年７月　同社代表取締役社長（現任）

－

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．候補者神谷好則氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３．神谷好則氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。

　神谷好則氏が経営者としてこれまで培ってきたビジネス経験を当社監査体制の強化

に活かしていただきたいと考えるものであります。

４．補欠の社外監査役との責任限定契約について

　神谷好則氏が社外監査役に選任された場合、当社との間で、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の責任限定契約を締結する予定であります。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成13年６月26日開催の第28期定時株主総会におい

て、年額180百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）

とご承認いただいております。

今般は、取締役が当社の業績の向上と企業価値の持続的な向上に貢献する意識

を高める観点から、報酬を機動的かつ実効的に支払う必要があること、また、東

京証券取引所市場第一部上場企業として取締役の責務が今後さらに増大すると考

えられること等を考慮して、取締役の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締

役分は年額 50百万円以内）と変更させていただきたいと存じます。

また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人部分は含ま

ないものといたします。

なお、現在の取締役の員数は８名(うち社外取締役は２名)でありますが、第３

号議案が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数は８名（うち社外取締

役は２名）となります

以　上
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株主総会会場のご案内図

　　　　　　 会　　場　名古屋市千種区覚王山通八丁目18番地

　　　　　　　　　　　 ホテル　ルブラ王山　２階「飛翔の間」

　　　　　　　　　　　 電話（052）762-3151（代表）

交通機関　地下鉄東山線・池下駅下車　徒歩３分
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